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(57)【要約】
【課題】光の取り出し効率が高く、発光効率にすぐれた
波長変換部材を提供する。
【解決手段】光源から発せられる励起光の波長を変換す
るための波長変換部材であって、表面に励起光波長を含
む波長領域の光を選択的に透過させるバンドパスフィル
ター層が形成されていることを特徴とする波長変換部材
。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光源から発せられる励起光の波長を変換するための波長変換部材であって、表面に励起
光波長を含む波長領域の光を選択的に透過させるバンドパスフィルター層が形成されてい
ることを特徴とする波長変換部材。
【請求項２】
　バンドパスフィルター層が形成された面の反対側の面に可視光選択透過層が形成されて
いることを特徴とする請求項１に記載の波長変換部材。
【請求項３】
　光源から発せられる励起光の波長を変換するための波長変換部材であって、表面に可視
光選択透過層が形成されていることを特徴とする波長変換部材。
【請求項４】
　バンドパスフィルター層および／または可視光選択透過層が誘電体層であることを特徴
とする請求項１～３のいずれかに記載の波長変換部材。
【請求項５】
　バンドパスフィルター層および／または可視光選択透過層が、高屈折率膜と低屈折率膜
とを交互に積層した多層膜からなることを特徴とする請求項１～４のいずれかに記載の波
長変換部材。
【請求項６】
　無機蛍光体粉末とガラス粉末を含む混合粉末の焼結体からなることを特徴とする請求項
１～５のいずれかに記載の波長変換部材。
【請求項７】
　無機蛍光体粉末が、酸化物、酸窒化物、窒化物、硫化物または塩化物であることを特徴
とする請求項６に記載の波長変換部材。
【請求項８】
　光源が、紫外光ＬＥＤもしくは青色光ＬＥＤ、または半導体レーザーであることを特徴
とする請求項１～７のいずれかに記載の波長変換部材。
【請求項９】
　請求項１～８のいずれかに記載の波長変換部材を用いたＬＥＤまたはレーザーダイオー
ド。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＬＥＤ（発光ダイオード）やＬＤ（レーザーダイオード）等のデバイスに用
いられる波長変換部材に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、白色ＬＥＤおよび白色ＬＤは、白熱電球や蛍光灯に代わる次世代の光源として、
照明用途への応用が期待されている。蛍光体を用いて波長変換するＬＥＤ素子としては、
例えば、ＬＥＤチップの発光面を、蛍光体粉末を含む有機系バインダー樹脂によってモー
ルドされてなるものが提案されている。ＬＥＤチップから発せられた励起光がモールド樹
脂部分を通過する際に、当該励起光の全部が蛍光体に吸収されて別の波長に変換されたり
、あるいは、励起光の一部が別の波長に変換にされるとともに、変換された光（発光）と
透過光とが合わさることにより、所望の光が得られる。
【０００３】
　また、ガラス粉末と蛍光体粉末を含む材料を焼成することで、ガラス中に蛍光体を分散
させた波長変換部材も提案されている（例えば、特許文献１および２参照）。当該波長変
換部材は、耐熱性に劣る樹脂が使用されておらず、完全無機固体からなるため優れた耐熱
性を有する。したがって、従来のＬＥＤ素子における、青色～紫外線領域の高出力の短波
長の励起光によるモールド樹脂の劣化および変色の問題を解消することが可能である。
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【特許文献１】特開２００５－１１９３３号公報
【特許文献２】特開２００３－２５８３０８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　従来の波長変換部材は、光源の励起光が波長変換部材に入射するときや、波長変換後の
光、あるいは励起光の透過光が波長変換部材から出射するときに光が反射したり、蛍光体
の発光が光源側に漏れたりして高い発光効率が得られないことがあった。
【０００５】
　したがって、本発明は、光の取り出し効率が高く、発光効率にすぐれた波長変換部材を
提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明者等は種々検討した結果、波長変換部材の表面に、特定の機能を有する層を形成
することにより、発光効率が向上することを見いだし、本発明を提案するに至った。
【０００７】
　すなわち、本発明は、光源から発せられる励起光の波長を変換するための波長変換部材
であって、表面に励起光波長を含む波長領域の光を選択的に透過させるバンドパスフィル
ター層が形成されていることを特徴とする波長変換部材に関する。
【０００８】
　バンドパスフィルター層は、励起波長を選択的に透過させるため、波長変換部材の表面
、特に励起光の入射面に形成することにより、励起光が波長変換部材に入射する際におけ
る部材表面での反射を防止し、励起光を波長変換部材内に効率よく入射させることが可能
となる。同時に、波長変換部材内で波長変換された光を遮断または反射し、光源側に漏れ
るのを防止する働きもする。これらの作用により、波長変換部材の発光効率を向上させる
ことができる。
【０００９】
　第二に、本発明の波長変換部材は、バンドパスフィルター層が形成された面の反対側の
面に可視光選択透過層が形成されていることを特徴とする。
【００１０】
　可視光選択透過層は、バンドパスフィルター層が形成された面の反対側の面、特に波長
変換後の光の出射面に形成することにより、波長変換後の光（あるいは、可視光域の励起
光の透過光）が遮断されたり、波長変換部材内部に反射されたりすることを防止するため
、波長変換部材の発光効率を向上させることができる。また、紫外の励起光を使用する場
合は、可視光選択透過層において紫外光が遮断または反射されるため、有害な紫外光の漏
洩を防止できるとともに、波長変換部材内部へ反射した紫外光が再度、励起光として作用
するため、発光効率のさらなる向上が見込まれる。
【００１１】
　第三に、本発明は、光源から発せられる励起光の波長を変換するための波長変換部材で
あって、表面に可視光選択透過層が形成されていることを特徴とする波長変換部材に関す
る。
【００１２】
　第四に、本発明の波長変換部材は、バンドパスフィルター層および／または可視光選択
透過層が誘電体層であることを特徴とする。
【００１３】
　バンドパスフィルター層および／または可視光選択透過層が誘電体層で構成されること
により、ガラス材料と同様に、熱、紫外線に対する耐久性が高くなり、波長変換部材の寿
命を長くすることができる。
【００１４】
　第五に、本発明の波長変換部材は、バンドパスフィルター層および／または可視光選択
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透過層が、高屈折率膜と低屈折率膜とを交互に積層した多層膜からなることを特徴とする
。
【００１５】
　当該構成にすることにより、所望の波長域を有する光を選択的に透過させる（あるいは
、所望の波長域以外の波長を有する光をフィルタリングする）ことが可能なバンドパスフ
ィルター層および／または可視光選択透過層が得られやすくなる。
【００１６】
　第六に、本発明の波長変換部材は、無機蛍光体粉末とガラス粉末を含む混合粉末の焼結
体からなることを特徴とする。
【００１７】
　ガラス中に無機蛍光体粉末を分散させることにより、無機蛍光体粉末を保護する効果が
高められる。また、ガラスは、エポキシ樹脂、シリコーン樹脂等の樹脂材料と比較して、
熱、紫外線に対する耐久性が高い。したがって、波長変換部材の寿命を長くすることが可
能となる。
【００１８】
　第七に、本発明の波長変換部材は、無機蛍光体粉末が、酸化物、酸窒化物、窒化物、硫
化物または塩化物であることを特徴とする。
【００１９】
　第八に、本発明の波長変換部材は、光源が、紫外光ＬＥＤもしくは青色光ＬＥＤ、また
は半導体レーザーであることを特徴とする。
【００２０】
　第九に、本発明は、前記いずれかに記載の波長変換部材を用いたＬＥＤまたはレーザー
ダイオードに関する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　本発明の波長変換部材において、バンドパスフィルター層は光源から発せられる励起光
の波長を含むバンドを選択的に透過させる働きをする。具体的には、励起光の最大ピーク
波長λｍａｘを、８０％以上、９０％以上、特に９５％以上透過させるものであることが
好ましい。
【００２２】
　また、励起光の最大ピーク波長を含むバンドを外れた波長域において、透過率が小さい
ことが好ましい。具体的には、最大ピーク波長±１００（ｎｍ）の波長において、透過率
が５０％以下、３０％以下、特に１０％以下であることが好ましく、実質的に０％である
ことが最も好ましい。
【００２３】
　さらには、波長変換後の光を効果的に遮断するという観点では、発光波長（波長変換後
の波長）において透過率が小さいことが好ましい。具体的には、発光最大ピーク波長にお
いて、透過率が５０％以下、３０％以下、１０％以下であることが好ましく、実質的に０
％であることが最も好ましい。
【００２４】
　本発明の波長変換部材において、可視光選択透過層は可視光を選択的に透過させる働き
をする。具体的には、波長４００～８００ｎｍの領域において透過率が５０％以上、８０
％以上、９０％以上、特に９５％以上であることが好ましい。また、可視光以外の領域、
特に紫外域の透過率が低いことが好ましい。具体的には、波長３８０ｎｍでの透過率が５
０％以下、３０％以下、特に１０％以下であることが好ましい。なお、用途によっては励
起光源に４０５ｎｍ付近の近紫外光を使用する場合があるが、当該近紫外励起光が外部へ
漏洩することを抑制するという観点では、４０５ｎｍでの透過率を５０％以下、４１０ｎ
ｍでの透過率を５０％以上とすることが好ましい。
【００２５】
　バンドパスフィルター層および／または可視光選択透過層は誘電体層であることが好ま
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しく、さらには、高屈折率膜と低屈折率膜とを交互に積層した多層膜からなることが好ま
しい。高屈折率膜の構成材料としては、Ｎｂ２Ｏ５、ＴｉＯ２、Ｔａ２Ｏ５、ＨｆＯ２、
ＺｒＯ２、Ａｌ２Ｏ３、ＳｉＮなどが好適である。低屈折率膜の構成材料としては、Ｓｉ
Ｏ２、ＭｇＦ２等のフッ化物などが好適である。特に、Ｎｂ２Ｏ５とＳｉＯ２の組み合わ
せが、所望の特性が得られやすいため好ましい。
【００２６】
　バンドパスフィルター層の幾何学的厚みは、目的とする特性に応じて、１０００～１０
０００ｎｍの範囲で適宜調整される。バンドパスフィルター層の幾何学的厚みが１０００
ｎｍ未満では、所望のバンドパスフィルター機能が得られにくい。一方、バンドパスフィ
ルター層の幾何学的厚みが１００００ｎｍを超えると、バンドパスフィルター層自体に発
生する応力が大きくなってクラックが発生したり、バンドパスフィルター層が基材から剥
がれたりするおそれがある。
【００２７】
　可視光選択透過層の幾何学的厚みは、８０～１００００ｎｍの範囲で適宜調整される。
可視光選択透過層の幾何学的厚みが８０ｎｍ未満では、所望の可視光選択透過機能が得ら
れにくい。一方、可視光選択透過層の幾何学的厚みが１００００ｎｍを超えると、可視光
選択透過層に発生する応力が大きくなってクラックが発生したり、可視光選択透過層が基
材から剥がれたりするおそれがある。
【００２８】
　バンドパスフィルター層または可視光選択透過層が高屈折率膜と低屈折率膜とを交互に
積層した多層膜からなる場合、膜の積層数は８～１００の範囲で適宜調整される。
【００２９】
　図１に、本発明におけるバンドパスフィルター層の透過率曲線（バンドパスフィルター
層が透過させる光の波長を示す曲線）の一実施の形態を示す。図１は、Ｎｂ２Ｏ５とＳｉ
Ｏ２を交互に計４０層積層させた積層膜の透過率曲線を示している。なお、一般的な緑色
蛍光体および赤色蛍光体を、最大ピーク波長４６７ｎｍの励起光で励起させた場合のスペ
クトルもあわせて示す。緑色蛍光体は５３０ｎｍ付近に、赤色蛍光体は６４５ｎｍ付近に
それぞれ発光ピークを有している。
【００３０】
　また、図２に、本発明における可視光選択透過層の透過率曲線（可視光選択透過層が透
過させる光の波長を示す曲線）の一実施の形態を示す。図２は、Ｎｂ２Ｏ５とＳｉＯ２を
交互に計１６層積層させた積層膜の透過率曲線を示している。
【００３１】
　本発明において、バントパスフィルター層および可視光選択透過層は、スパッタ法、蒸
着法、イオンプレーティング法などにより成膜することが可能である。特に、スパッタ法
により成膜すると、緻密な膜を形成することができ、耐磨耗性に優れるため好ましい。
【００３２】
　波長変換部材の形状は、特に限定されず、板状、半球状、メニスカスレンズ状、円錐状
などが挙げられる。
【００３３】
　本発明の波長変換部材を構成する材料は、蛍光体を含有するものであれば特に限定され
ない。例えば、ガラスや樹脂等のマトリクス中に蛍光体粉末を分散させてなるものや、蛍
光体結晶化ガラスなどが挙げられる。
【００３４】
　なかでも、本発明の波長変換部材は、無機蛍光体粉末とガラス粉末を含む混合粉末の焼
結体からなることが好ましい。既述のように、当該構成とすることにより、耐熱性に優れ
た信頼性の高い波長変換部材を得ることができる。
【００３５】
　無機蛍光体粉末としては、一般的に市中で入手できるものであれば使用できる。無機蛍
光体粉末には、ＹＡＧ、酸化物、窒化物、酸窒化物、硫化物、希土類酸硫化物、ハロゲン
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化物、アルミン酸塩化物、ハロリン酸塩化物などからなるものがある。ＹＡＧ、酸化物の
各蛍光体は、ガラスと混合して高温に加熱しても安定であるという特徴を有する。窒化物
、酸窒化物、硫化物、希土類酸硫化物、ハロゲン化物、アルミン酸塩化物、ハロリン酸塩
化物の各蛍光体は、焼結時の加熱によりガラスと反応しやすく、発泡や変色などの異常反
応を起こしやすく、その程度は、焼結温度が高温であればあるほど顕著になる傾向がある
。これらの無機蛍光体を用いる場合、焼成温度とガラス組成を最適化することで、ガラス
との反応を抑制することができる。
【００３６】
　以下に、本発明で使用可能な無機蛍光体について説明する。
【００３７】
　波長３５０～４３０ｎｍの紫外～近紫外域の励起光を照射すると青色の蛍光を発する無
機蛍光体としては、Ｓｒ５（ＰＯ４）３Ｃｌ：Ｅｕ２＋、（Ｓｒ，Ｂａ）ＭｇＡｌ１０Ｏ

１７：Ｅｕ２＋、（Ｓｒ，Ｂａ）３ＭｇＳｉ２Ｏ８：Ｅｕ２＋を用いることができる。
【００３８】
　波長３５０～４３０ｎｍの紫外～近紫外域の励起光を照射すると緑色の蛍光を発する無
機蛍光体としては、ＳｒＡｌ２Ｏ４：Ｅｕ２＋、ＳｒＧａ２Ｓ４：Ｅｕ２＋、ＳｒＢａＳ
ｉＯ４：Ｅｕ２＋、ＣｄＳ：Ｉｎ、ＣａＳ：Ｃｅ３＋、Ｙ３（Ａｌ，Ｇｄ）５Ｏ１２：Ｃ
ｅ２＋、Ｃａ３Ｓｃ２Ｓｉ３Ｏ１２：Ｃｅ３＋、ＳｒＳｉＯｎ：Ｅｕ２＋、ＺｎＳ：Ａｌ
３＋，Ｃｕ＋、ＣａＳ：Ｓｎ２＋、ＣａＳ：Ｓｎ２＋，Ｆ、ＣａＳＯ４：Ｃｅ３＋，Ｍｎ
２＋、ＬｉＡｌＯ２：Ｍｎ２＋、ＢａＭｇＡｌ１０Ｏ１７：Ｅｕ２＋，Ｍｎ２＋、ＺｎＳ
：Ｃｕ＋，Ｃｌ－、Ｃａ３ＷＯ６：Ｕ、Ｃａ３ＳｉＯ４Ｃｌ２：Ｅｕ２＋、Ｓｒ０．２Ｂ
ａ０．７Ｃｌ１１Ａｌ２Ｏ３．４５：Ｃｅ３＋，Ｍｎ２＋、Ｂａ２ＭｇＳｉ２Ｏ７：Ｅｕ
２＋、Ｂａ２ＳｉＯ４：Ｅｕ２＋、Ｂａ２Ｌｉ２Ｓｉ２Ｏ７：Ｅｕ２＋、ＺｎＯ：Ｓ、Ｚ
ｎＯ：Ｚｎ、Ｃａ２Ｂａ３（ＰＯ４）３Ｃｌ：Ｅｕ２＋、ＢａＡｌ２Ｏ４：Ｅｕ２＋を用
いることができる。
【００３９】
　波長４３０～４８０ｎｍの青色の励起光を照射すると緑色の蛍光を発する無機蛍光体と
しては、ＳｒＡｌ２Ｏ４：Ｅｕ２＋、ＳｒＧａ２Ｓ４：Ｅｕ２＋、ＳｒＢａＳｉＯ４：Ｅ
ｕ２＋、ＣｄＳ：Ｉｎ、ＣａＳ：Ｃｅ３＋、Ｙ３（Ａｌ，Ｇｄ）５Ｏ１２：Ｃｅ２＋、Ｃ
ａ３Ｓｃ２Ｓｉ３Ｏ１２：Ｃｅ３＋、ＳｒＳｉＯＮ：Ｅｕ２＋を用いることができる。
【００４０】
　波長３５０～４３０ｎｍの紫外～近紫外域の励起光を照射すると黄色の蛍光を発する無
機蛍光体としては、ＺｎＳ：Ｅｕ２＋、Ｂａ５（ＰＯ４）３Ｃｌ：Ｕ、Ｓｒ３ＷＯ６：Ｕ
、ＣａＧａ２Ｓ４：Ｅｕ２＋、ＳｒＳＯ４：Ｅｕ２＋，Ｍｎ２＋、ＺｎＳ：Ｐ、ＺｎＳ：
Ｐ３－，Ｃｌ－ＺｎＳ：Ｍｎ２＋を用いることができる。
【００４１】
　波長４３０～４８０ｎｍの青色の励起光を照射すると黄色の蛍光を発する無機蛍光体と
しては、Ｙ３（Ａｌ，Ｇｄ）５Ｏ１２：Ｃｅ２＋、Ｂａ５（ＰＯ４）３Ｃｌ：Ｕ、ＣａＧ
ａ２Ｓ４：Ｅｕ２＋を用いることができる。
【００４２】
　波長３５０～４３０ｎｍの紫外～近紫外域の励起光を照射すると赤色の蛍光を発する無
機蛍光体としては、ＣａＳ：Ｙｂ２＋，Ｃｌ、Ｇｄ３ＧＡ４Ｏ１２：Ｃｒ３＋、ＣａＧａ

２Ｓ４：Ｍｎ２＋、Ｎａ（Ｍｇ，Ｍｎ）２ＬｉＳｉ４Ｏ１０Ｆ２：Ｍｎ、ＺｎＳ：Ｓｎ２

＋、Ｙ３Ａｌ５Ｏ１２：Ｃｒ３＋、ＳｒＢ８Ｏ１３：Ｓｍ２＋、ＭｇＳｒ３Ｓｉ２Ｏ８：
Ｅｕ２＋，Ｍｎ２＋、α－ＳｒＯ・３Ｂ２Ｏ３：Ｓｍ２＋、ＺｎＳ－ＣｄＳ、ＺｎＳｅ：
Ｃｕ＋，Ｃｌ、ＺｎＧａ２Ｓ４：Ｍｎ２＋、ＺｎＯ：Ｂｉ３＋、ＢａＳ：Ａｕ，Ｋ、Ｚｎ
Ｓ：Ｐｂ２＋、ＺｎＳ：Ｓｎ２＋，Ｌｉ＋、ＺｎＳ：Ｐｂ，Ｃｕ、ＣａＴｉＯ３：Ｐｒ３

＋、ＣａＴｉＯ３：Ｅｕ３＋、Ｙ２Ｏ３：Ｅｕ３＋、（Ｙ、Ｇｄ）２Ｏ３：Ｅｕ３＋、Ｃ
ａＳ：Ｐｂ２＋，Ｍｎ２＋、ＹＰＯ４：Ｅｕ３＋、Ｃａ２ＭｇＳｉ２Ｏ７：Ｅｕ２＋，Ｍ
ｎ２＋、Ｙ（Ｐ、Ｖ）Ｏ４：Ｅｕ３＋、Ｙ２Ｏ２Ｓ：Ｅｕ３＋、ＳｒＡｌ４Ｏ７：Ｅｕ３
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＋、ＣａＹＡｌＯ４：Ｅｕ３＋、ＬａＯ２Ｓ：Ｅｕ３＋、ＬｉＷ２Ｏ８：Ｅｕ３＋，Ｓｍ
３＋、（Ｓｒ，Ｃａ，Ｂａ，Ｍｇ）１０（ＰＯ４）６Ｃｌ２：Ｅｕ２＋，Ｍｎ２＋、Ｂａ

３ＭｇＳｉ２Ｏ８：Ｅｕ２＋，Ｍｎ２＋を用いることができる。
【００４３】
　波長４３０～４８０ｎｍの青色の励起光を照射すると赤色の蛍光を発する無機蛍光体と
しては、ＺｎＳ：Ｍｎ２＋，Ｔｅ２＋、Ｍｇ２ＴｉＯ４：Ｍｎ４＋、Ｋ２ＳｉＦ６：Ｍｎ
４＋、ＳｒＳ：Ｅｕ２＋、ＣａＳ：Ｅｕ２＋、Ｎａ１．２３Ｋ０．４２Ｅｕ０．１２Ｔｉ
Ｓｉ４Ｏ１１、Ｎａ１．２３Ｋ０．４２Ｅｕ０．１２ＴｉＳｉ５Ｏ１３：Ｅｕ３＋、Ｃｄ
Ｓ：Ｉｎ，Ｔｅ、ＣａＡｌＳｉＮ３：Ｅｕ２＋、ＣａＳｉＮ３：Ｅｕ２＋、（Ｃａ，Ｓｒ
）２Ｓｉ５Ｎ８：Ｅｕ２＋、Ｅｕ２Ｗ２Ｏ７を用いることができる。
【００４４】
　なお、励起光の波長域や発光させたい色に合わせて複数の無機蛍光体粉末を混合して用
いてもよい。例えば、紫外域の励起光を照射して、白色光を得たい場合は、青色、緑色お
よび赤色の蛍光を発する無機蛍光体粉末を混合して使用すればよい。
【００４５】
　無機蛍光体粉末の平均粒径Ｄ５０は１～７５μｍ、特に１～５０μｍであることが好ま
しい。無機蛍光体粉末の平均粒径Ｄ５０が７５μｍを超えると、励起光が、波長変換部材
の内部まで透過しにくくなり、発光効率が低下しやすくなる。一方、平均粒径Ｄ５０が１
μｍより小さくなると、焼成時に、ガラスと反応したり発泡したりして、波長変換部材中
の気孔率（残存泡の割合）が大きくなり、発光効率が低下しやすくなる。なお、本発明に
おいて、平均粒径Ｄ５０はレーザー回折法により測定したものをいう。
【００４６】
　本発明において使用するガラス粉末には、無機蛍光体粉末を安定に保持するための媒体
としての役割がある。また、使用するガラス組成系によって、波長変換部材の色調が異な
り、また無機蛍光体粉末との反応性に差が出るため、種々の条件を考慮して使用するガラ
ス組成を選択する必要がある。さらに、ガラス組成に適した無機蛍光体粉末の含有量や部
材の厚みを決定することも重要である。
【００４７】
　ガラス粉末としては、無機蛍光体粉末と反応しにくいものであれば、特に制限はないが
、８５０℃以下、好ましくは８００℃以下の軟化点を有するものを用いることが好ましい
。ガラス粉末の軟化点が高くなると、焼成温度も高くなるため、無機蛍光体粉末が劣化し
て、発光効率の高い波長変換部材が得られにくくなる。
【００４８】
　ガラス粉末としては、例えば、ＳｉＯ２－Ｂ２Ｏ３系ガラス、ＳｉＯ２－ＲＯ系ガラス
（ＲＯは、ＭｇＯ、ＣａＯ、ＳｒＯ、ＢａＯの少なくとも１種を表す）、ＳｉＯ２－Ｂ２

Ｏ３－ＲＯ系ガラス、ＳｉＯ２－Ｂ２Ｏ３－Ｒ２Ｏ系ガラス（Ｒ２Ｏは、Ｌｉ２Ｏ、Ｎａ

２Ｏ、Ｋ２Ｏの少なくとも１種を表す）、ＳｉＯ２－Ｂ２Ｏ３－Ａｌ２Ｏ３系ガラス、Ｓ
ｉＯ２－Ｂ２Ｏ３－ＺｎＯ系ガラス、ＺｎＯ－Ｂ２Ｏ３系ガラス等を用いることができる
。なお、低温焼成を目的とする場合は、比較的容易に軟化点を低下させることが可能なＺ
ｎＯ－Ｂ２Ｏ３系ガラスまたはＳｎＯ－Ｐ２Ｏ５系ガラスを選択すればよい。波長変換部
材の耐候性を向上させたい場合は、ＳｉＯ２－Ｂ２Ｏ３系ガラス、ＳｉＯ２－ＲＯ系ガラ
ス、ＳｉＯ２－Ｂ２Ｏ３－ＲＯ系ガラス、ＳｉＯ２－Ｂ２Ｏ３－Ｒ２Ｏ系ガラス、ＳｉＯ

２－Ｂ２Ｏ３－Ａｌ２Ｏ３系ガラスまたはＳｉＯ２－Ｂ２Ｏ３－ＺｎＯ系ガラスを選択す
ればよい。
【００４９】
　ＳｉＯ２－Ｂ２Ｏ３－ＲＯ系ガラスの組成範囲は、質量％で、ＳｉＯ２　Ｂ２Ｏ３　１
～１５％、ＭｇＯ　０～１０％、ＣａＯ　０～２５％、ＳｒＯ　０～１０％、ＢａＯ　８
～４０％、ＲＯ　１０～４５％、Ａｌ２Ｏ３　０～２０％、ＺｎＯ　０～１０％であるこ
とが好ましい。上記範囲を決定した理由は以下の通りである。
【００５０】
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　ＳｉＯ２はガラスネットワークを形成する成分である。ＳｉＯ２の含有量は３０～７０
％、好ましくは４０～６０％である。ＳｉＯ２の含有量が３０％よりも少なくなると化学
的耐久性が悪化する傾向にある。一方、ＳｉＯ２の含有量が７０％よりも多くなると、焼
成温度が高温になり、無機蛍光体粉末が劣化しやすくなる。
【００５１】
　Ｂ２Ｏ３はガラスの溶融温度を低下させて溶融性を著しく改善する成分である。Ｂ２Ｏ

３の含有量は１～１５％、好ましくは２～１０％である。Ｂ２Ｏ３の含有量が１％よりも
少なくなると、前記効果が得られにくくなる。一方、Ｂ２Ｏ３の含有量が１５％よりも多
くなると、化学的耐久性が悪化する傾向にある。
【００５２】
　ＭｇＯはガラスの溶融温度を低下させて溶融性を改善する成分である。ＭｇＯの含有量
は０～１０％、好ましくは０．１～５％である。ＭｇＯの含有量が１０％よりも多くなる
と、化学的耐久性が悪化する傾向にある。
【００５３】
　ＣａＯはガラスの溶融温度を低下させて溶融性を改善する成分である。ＣａＯの含有量
は０～２５％、好ましくは３～２０％である。ＣａＯの含有量が２５％よりも多くなると
、化学的耐久性が悪化する傾向にある。
【００５４】
　ＳｒＯはガラスの溶融温度を低下させて溶融性を改善する成分である。ＳｒＯの含有量
は０～１０％、好ましくは０．１～５％である。ＳｒＯの含有量が１０％よりも多くなる
と、化学的耐久性が悪化する傾向にある。
【００５５】
　ＢａＯはガラスの溶融温度を低下させて溶融性を改善するとともに、無機蛍光体粉末と
の反応を抑制する成分である。ＢａＯの含有量は８～４０％、好ましくは１０～３５％で
ある。８％よりも少なくなると、無機蛍光体粉末との反応抑制効果が低下する傾向にある
。一方、ＢａＯの含有量が４０％よりも多くなると、化学的耐久性が悪化する傾向にある
。
【００５６】
　なお、ガラスの化学的耐久性を悪化させることなく、ガラスの溶融性を向上させるため
には、ＭｇＯ、ＣａＯ、ＳｒＯおよびＢａＯの合量ＲＯを１０～４５％、さらには１１～
４０％とすることが好ましい。ＲＯの含有量が１０％より少なくなると、ガラスの溶融性
を改善する効果が得られにくくなる。一方、ＲＯの含有量が４５％より多くなると、ガラ
スの化学的耐久性が悪化しやすくなる。
【００５７】
　Ａｌ２Ｏ３はガラスの化学的耐久性を向上させる成分である。Ａｌ２Ｏ３の含有量は０
～２０％、好ましくは２～１５％である。Ａｌ２Ｏ３の含有量が２０％よりも多くなると
、ガラスの溶融性が悪化する傾向にある。
【００５８】
　ＺｎＯはガラスの溶融温度を低下させて溶融性を改善する成分である。ＺｎＯの含有量
は０～１０％、好ましくは１～７％である。ＺｎＯの含有量が１０％よりも多くなると、
ガラスの化学的耐久性が悪化する傾向にある。
【００５９】
　また、上記成分以外にも、本発明の主旨を損なわない範囲で種々の成分を添加すること
ができる。例えば、アルカリ金属酸化物（Ｌｉ２Ｏ、Ｎａ２Ｏ、Ｋ２Ｏの少なくとも１種
）、Ｐ２Ｏ５、Ｌａ２Ｏ３等を合量で３０％以下の範囲で添加してもよい。
【００６０】
　ＳｎＯ－Ｐ２Ｏ５系ガラスの組成範囲は、質量％で、ＳｎＯ　３０～９０％、Ｐ２Ｏ５

　１０～６０％であることが好ましい。上記範囲を決定した理由は以下の通りである。
【００６１】
　ＳｎＯはガラスの骨格を形成するとともに、軟化点を下げる成分である。ＳｎＯの含有
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量は３０～９０％、４０～８０％、５０～８０％、特に５５～７５％である。ＳｎＯの含
有量が３０％未満であると、ガラスの軟化点が上昇する傾向にある。その結果、低温焼成
が困難になり、無機蛍光体粉末が劣化しやすくなる。一方、ＳｎＯの含有量が９０％より
多くなると、ガラス中にＳｎに起因する失透ブツが析出し、ガラスの透過率が低下する傾
向にあり、結果として、高い発光効率を有する波長変換部材が得られにくくなる。また、
ガラス化しにくくなる傾向がある。
【００６２】
　Ｐ２Ｏ５はガラスの骨格を形成する成分である。Ｐ２Ｏ５の含有量は１０～６０％、１
０～３０％、特に１５～２５％である。Ｐ２Ｏ５の含有量が１０％未満であると、ガラス
化しにくくなる。一方、Ｐ２Ｏ５の含有量が６０％より多くなると、ガラスの軟化点が上
昇する傾向にあり、低温焼成が困難となり、無機蛍光体粉末が劣化しやすくなる。また、
波長変換部材の耐候性が著しく低下する傾向にある。
【００６３】
　また、上記成分以外にＢ２Ｏ３を添加することができる。Ｂ２Ｏ３は、ガラスと無機蛍
光体粉末との反応を抑えるとともに、耐候性を向上させる成分である。また、ガラスを安
定化させる成分でもある。Ｂ２Ｏ３の含有量は０～３０％、１～２０％、特に４～１８％
である。Ｂ２Ｏ３の含有量が３０％より多くなると、ガラスが無機蛍光体粉末と反応した
り、耐候性が低下しやすくなる。また、ガラスの軟化点が上昇する傾向にあり、低温焼成
が困難となり、無機蛍光体粉末が劣化しやすくなる。
【００６４】
　その他、本発明の主旨を損なわない範囲で種々の成分を添加することができる。例えば
、ＳｉＯ２、Ａｌ２Ｏ３、Ｐ２Ｏ５、アルカリ金属酸化物、アルカリ土類金属酸化物（Ｍ
ｇＯ、ＣａＯ、ＳｒＯ、ＢａＯの少なくとも１種）等を合量で３０％まで添加してもよい
。
【００６５】
　ガラス粉末の平均粒径Ｄ５０は０．１～３００μｍ、特に０．７～２５０μｍであるこ
とが好ましい。ガラス粉末の平均粒径Ｄ５０が３００μｍより大きくなると、低温焼成が
困難となる傾向がある。一方、平均粒径Ｄ５０が０．１μｍより小さくなると、焼成時に
発泡して、波長変換部材の気孔率が大きくなり、発光効率が低下しやすくなる。
【００６６】
　波長変換部材の発光効率は、ガラス中に分散した無機蛍光体粉末の種類や含有量、およ
び波長変換部材の肉厚によって変化する。波長変換部材の発光効率を高めたい場合、肉厚
を薄くして励起光や波長変換された光の透過率を高めたり、無機蛍光体粉末の含有量を増
加させて、発光量を増大させることで調整すればよい。ただし、無機蛍光体粉末の含有量
が多くなりすぎると、焼結しにくくなって、波長変換部材の気孔率が大きくなる。その結
果、励起光が効率良く無機蛍光体粉末に照射されにくくなったり、波長変換部材の機械的
強度が低下するおそれがある。一方、無機蛍光体粉末の含有量が少なくなりすぎると、十
分に発光が得られにくくなる。したがって、波長変換部材中の無機蛍光体粉末の含有量は
０．０１～３０質量％、０．０５～２０質量％、特に０．０８～１５質量％の範囲で調整
することが好ましい。
【００６７】
　混合粉末としては、ガラス粉末および無機蛍光体粉末のみからなるものを用いてもよい
が、それ以外にも、本発明の効果を損なわない範囲で、高軟化点ガラス、あるいはアルミ
ナ、シリカ等の結晶粉末などの無機粉末を、波長変換部材の強度向上や色合い、配向性、
散乱性の調節等の目的で含有しても構わない。これらの無機粉末の含有量は、波長変換部
材中において、合量で０．０１～５０質量％、特に０．０５～２０質量％であることが好
ましい。
【００６８】
　焼成雰囲気としては、大気中でもよいが、ガラスと無機蛍光体粉末の反応を抑えるため
に、窒素またはアルゴンなどの不活性ガス雰囲気中で焼成してもよい。また、１気圧（１
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．０１３×１０５Ｐａ）よりも低い気圧で焼成することが好ましい。１気圧よりも低い気
圧で焼成することで、焼成時に、無機蛍光体粉末を酸化させる原因となる雰囲気中の酸素
量を低減でき、無機蛍光体粉末の劣化を防止できる。さらに、ガラス粉末が軟化して融着
する際に生じる気泡が抜けやすくなるため、波長変換部材の気孔率を小さくすることがで
きる。一方、焼成雰囲気を１気圧以上にして焼成すると、焼成時に、無機蛍光体粉末が酸
化されて劣化しやすくなったり、波長変換部材の気孔率が大きくなり、発光効率が低下す
る傾向にある。焼成雰囲気の気圧は０．９×１０５Ｐａ以下、１０００Ｐａ以下、特に２
００Ｐａ以下であることが好ましい。
【００６９】
　焼成温度は３００～９００℃、さらには３００～８５０℃の範囲であることが好ましい
。さらに、焼成温度は、当該範囲に調整するとともに、ガラス粉末の軟化点±５０℃の範
囲内であることが好ましい。焼成温度が９００℃またはガラスの軟化点＋５０℃より高く
なると、無機蛍光体粉末が劣化したり、ガラス粉末と無機蛍光体粉末が反応して、波長変
換部材の発光効率が著しく低下する場合がある。一方、焼成温度が３００℃またはガラス
の軟化点－５０℃より低くなると、波長変換部材の気孔率が増加し、光の散乱が強くなり
やすい。その結果、透過する光量が低減して波長変換部材の発光効率が低下する傾向があ
る。
【００７０】
　本発明の波長変換部材に使用される光源は、紫外光（あるいは近紫外光）もしくは青色
光のＬＥＤ、または半導体レーザーであることが好ましい。ＬＥＤおよび半導体レーザー
は狭い波長帯域の光で無機蛍光体を効率よく励起できる。上記に具体例を示したように、
無機蛍光体のなかには紫外光（あるいは近紫外光）または青色光により励起され発光し、
効率的に白色光が得られるものが多数存在するためである。これらの光源上に波長変換部
材を設置することにより、本発明のＬＥＤまたはレーザーダイオードが得られる。
【実施例】
【００７１】
　以下に本発明を実施例に基づいて詳細に説明するが、本発明はこれらの実施例に限定さ
れるものではない。
【００７２】
　（実施例１～６および比較例１～３）
　質量％で、ＳｉＯ２　６０％、Ｂ２Ｏ３　１０％、ＢａＯ　１０％、ＣａＯ　２０％の
組成を有するＳｉＯ２－Ｂ２Ｏ３－ＲＯ系ガラス粉末（軟化点８２０℃、平均粒径Ｄ５０

：２．５μｍ）、または、質量％で、ＳｎＯ　７０％、Ｐ２Ｏ５　２０％、Ｂ２Ｏ３　５
％、ＭｇＯ　５％の組成を有するＳｎＯ－Ｐ２Ｏ５系ガラス粉末（軟化点３５０℃、平均
粒径Ｄ５０：１５μｍ）に対して、表１～３に記載の無機蛍光体粉末を添加して混合粉末
とし、円柱状にプレス成型して予備成型体を得た。得られた予備成型体を、２００Ｐａの
減圧雰囲気下にて表１～３に記載の焼成温度で３０分間焼結し、板状（円盤状）の粉末焼
結物を得た。
【００７３】
　表１～３に示す通り、得られた粉末焼結物の片面および／または両面に、Ｎｂ２Ｏ５膜
とＳｉＯ２膜が交互に積層してなる多層膜からなるバンドパスフィルター層および／また
は可視光選択透過層をそれぞれスパッタ法にて形成し、波長変換部材を作製した。なお、
比較例１～３では、バンドパスフィルター層および可視光選択透過層をいずれも形成しな
かった。
【００７４】
　波長変換部材を励起用青色ＬＥＤ（励起波長４５０ｎｍ）上に設置し、白色ＬＥＤを作
製した。得られた白色ＬＥＤを校正された積分球内で発光させ、その発光スペクトルを小
型分光機（オーシャンフォトニクス製、ＵＳＢ２０００）を通してＰＣ上に取り込んだ。
得られた発光スペクトルから全光束値（ｌｍ）を算出した。結果を表１～３示す。
【００７５】
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【表１】

【００７６】
【表２】

【００７７】
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【表３】

【００７８】
　表１～３から明らかなように、実施例１～６の波長変換部材は、表面にバンドパスフィ
ルターおよび／または可視光選択透過層が形成されているため、優れた発光効率を有する
ことがわかる。
【図面の簡単な説明】
【００７９】
【図１】本発明におけるバンドパスフィルター層の透過率曲線の一実施の形態、および、
一般的な緑色蛍光体および赤色蛍光体の発光スペクトルを示す図である。
【図２】本発明における可視光選択透過層の透過率曲線の一実施の形態を示す。
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